
司法試験の仕組み

裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有す
るかどうかを判定する試験であり，法科大学院課程における教育及び司法修習生の修
習との有機的連携の下に行われる。

試験は，短答式(択一式を含む。)と論文式による筆記の方法により行われる。短答
式試験と論文式試験は同時期に行われ，受験者全員が両方の試験を受けることになる。

【受験資格】
法科大学院課程の修了者

司法試験予備試験の合格者

【受験期間等】
法科大学院課程の修了の日又は司法試験予備試験の合格発表の日後の最初の４

月１日から５年の期間内は毎回受験することができる。
また，司法試験を受験した者は，その受験の基礎となった受験資格に対応する

受験期間内は，他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。

受験資格等

試験日 毎年５月中旬頃の４日間で短答式試験及び論文式試験を行う。

試験地 ７試験地（札幌，仙台，東京，名古屋，大阪，広島，福岡）

実施日程

短答式試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な

法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし，次

の３科目について行う。

憲法，民法，刑法

短答式試験

論文式試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な

学識並びに法的な分析，構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを

目的とし，次の４科目について行う。

論文式試験

（憲法及び行政法に関する分野の科目）
（民法，商法及び民事訴訟法に関する分野の科目）
（刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目）
（倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法

〔公法系〕，国際関係法〔私法系〕から１科目選択）

公法系科目
民事系科目
刑事系科目
選択科目


